
年
12
月
末
ま
で
に
「
消
費
税
課
税
事
業

者
選
択
届
出
書
」
を
提
出
し
て
い
る
事

業
者

③�　

①
、②
に
該
当
し
な
い
場
合
で
、平
成

27
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
６
月
30

日
ま
で
の
期
間（
特
定
期
間
）の
課
税
売

上
高
が
１
千
万
円
を
超
え
る
事
業
者

　

�　

な
お
、
特
定
期
間
に
お
け
る
１
千
万

円
の
判
定
は
、
課
税
売
上
高
に
代
え
て
、

給
与
等
支
払
額
の
合
計
額
に
よ
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

※�

事
業
の
用
に
供
し
て
い
た
建
物
や
機
械
な
ど
の

譲
渡
収
入
も
、課
税
売
上
高
に
含
ま
れ
ま
す
。

【
申
告
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
】

○�　

課
税
事
業
者
と
な
る
方
は
、
平
成
28

年
分
（
課
税
期
間
）
の
課
税
売
上
高
が

１
千
万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
、
平
成
28

年
分
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

申
告
・
納
付
が
必
要
で
す
。

○�　

平
成
26
年
分
の
課
税
売
上
高
が

５
千
万
円
以
下
で
、
平
成
27
年
12
月
末

ま
で
に
「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択

届
出
書
」
を
提
出
し
て
い
る
課
税
事
業

者
の
方
は
、「
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
の
確
定
申
告
書
（
簡
易
課
税
用
）」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

こ
れ
以
外
の
課
税
事
業
者
の
方
は
、

「
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申

告
書
（
一
般
用
）」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

○�　
「
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定

申
告
書
」
に
は
、
課
税
期
間
中
の
課
税

売
上
げ
の
額
お
よ
び
課
税
仕
入
れ
等
の

税
額
の
明
細
等
を
記
載
し
た
書
類
（
一

般
用
に
つ
い
て
は
「
付
表
２
」、
簡
易

課
税
用
に
つ
い
て
は
「
付
表
５
」）
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

○�　

還
付
税
額
の
あ
る
申
告
書
を
提
出
さ

れ
る
方
は
、「
消
費
税
の
還
付
申
告
に

関
す
る
明
細
書
（
個
人
事
業
者
用
）」

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

○�　

平
成
28
年
分
の
「
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
の
確
定
申
告
書
」
に
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記
載
お
よ

び
申
告
さ
れ
る
ご
本
人
の
本
人
確
認
書

類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○�

税
に
関
す
る
情
報
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ（w
w
w
.nta.go.jp

）

○�

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
関
す
る
情
報
は
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

　
（w

w
w
.e-tax.nta.go.jp

）

○�

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
操
作
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成

コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
へ

　

☎
０
５
７
０
―
０
１
―
５
９
０
１

○�

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ

デ
ス
ク
は
月
曜
日
か
ら
金
曜
日（
祝

日
を
除
く
）の
午
前
９
時
か
ら
午
後

5
時
ま
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

�　

ご
利
用
可
能
時
間
に
つ
い
て
は
、今

後
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

平
成
23
年
分
か
ら
、
公
的
年
金
の
収
入

金
額
の
合
計
額
が
４
百
万
円
以
下
で
、
そ

れ
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
場
合
、

所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
は
不
要
と

な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
市
・
県
民
税
の
場
合
は
、
公

的
年
金
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が
４
百
万

円
以
下
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
外
の
所
得

が
あ
る
場
合
は
市
・
県
民
税
申
告
が
必
要

で
す
。

①�

年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る
た
め
市
・
県

民
税
申
告
が
必
要
な
場
合
の
例

・��

年
金
の
他
に
５
万
円
の
小
作
料
に
よ
る

不
動
産
所
得
が
あ
っ
た
。

・�

年
金
の
他
に
18
万
円
の
個
人
年
金
保
険

の
雑
所
得
が
あ
っ
た
。

・
年
金
の
他
に
14
万
円
の
農
業
所
得
と

　

５
万
円
の
不
動
産
所
得
が
あ
っ
た
。な

ど

②�
控
除
を
受
け
る
た
め
市
・
県
民
税
申
告

が
必
要
な
場
合
の
例

・�

生
命
保
険
料
や
介
護
医
療
保
険
料
、
地

震
保
険
料
控
除
の
証
明
書
を
持
っ
て
い

る
。

・
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
。

・�

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
お
よ

び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
年
金
天

引
き
で
な
く
自
分
で
支
払
っ
て
い
る
。

・
毎
年
、
医
療
費
控
除
を
受
け
て
い
た
。

・�

寡
婦
（
夫
）
控
除
、
障
害
者
控
除
を
受

け
て
い
た
。

・�「
年
金
の
扶
養
親
族
等
報
告
書
」
で
扶

養
を
報
告
し
て
お
ら
ず
、
所
得
税
の
確

定
申
告
等
で
扶
養
を
取
っ
て
い
た
。な

ど

　

申
告
が
な
い
と
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
所
得
税
の
確
定
申
告
は
不
要
で
も
、

市
・
県
民
税
申
告
で
控
除
を
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
市
・
県
民
税
が
下
が
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
税
務
課
市
民
税
係

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
年
金
受
給
者
の
方
へ

　
お
問
い
合
わ
せ　
市
役
所
税
務
課　
市
民
税
係　
☎
63
―
５
１
１
０
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